
規 則

�愛媛県規則第２４号
医療法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

医療法施行細則の一部を改正する規則

第１条 医療法施行細則（平成１４年愛媛県規則第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ 医療法施行細則の一部を改正する規則………………………………………………………………………………………………………………（医療対策課）…２４６

告 示

○ 保安林予定森林…………………………………………………………………………………………………………………………………………（森林整備課）…２５８

○ 保安林の指定施業要件の変更予定（２件）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２５８

○ 保安林の指定施業要件の変更…………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２５９

○ コイがコイヘルペスウイルス病にかかり又はかかっている疑いがあると認められた県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面の範囲

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………（水産課）…２６０

○ 漁業の許可又は起業の認可の申請期間……………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２６０

○ 基本測量の実施の通知…………………………………………………………………………………………………………………………………（道路維持課）…２６０

○ 県営住宅の家賃及び県営住宅駐車場の使用料の収納事務の委託…………………………………………………………………………………（建築住宅課）…２６０

○ 土地改良区の定款変更の認可……………………………………………………………………………………………………………（東予地方局農村整備課）…２６０

○ 道路の区域変更（県道新居浜別子山線）……………………………………………………………………………………………………（東予地方局管理課）…２６０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２６１

○ 指定道路の指定…………………………………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）…２６１

○ 道路の区域変更（県道今治波方港線）……………………………………………………………………………………………（東予地方局今治土木事務所）…２６１

○ 道路の供用開始（県道今治波方港線）……………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２６１

○ 道路の区域変更（県道小田河辺大洲線）…………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…２６２

公安委員会規則

○ 愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則………………………………………………………………………………………………（警察本部交通規制課）…２６２

選挙管理委員会告示

○ 政治団体の設立の届出……………………………………………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…２６２

○ 衆議院小選挙区選出議員補欠選挙を行うべき事由が生じた旨の告示………………………………………………………………………（ 〃 ）…２６３

○ 愛媛県選挙管理委員会事務専決規程の一部改正………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２６３

雑 報

○ 愛媛海区漁業調整委員会指示（２件）……………………………………………………………………………………………………………………（水産課）…２６４

○ 愛媛県内水面漁場管理委員会指示…………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…２６４

改 正 後 改 正 前

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１～２４

省略

１～２４

省略

毎週（火・金）曜日発行 第２８６２号 平成２９年４月４日

平成２９年４月４日火曜日 第２８６２号

愛 媛 県 報

２４６



２５ 省令第３３条の２５第

１項又は第３９条の

２４第１項の申請書

医療法人（地域医療連携推進法

人）定款（寄附行為）変更認可申

請書（様式第２３号）

２５ 省令第３３条の２５第

１項

の申請書

医療法人定款（寄附行為）変更

認可申請書

（様式第２３号）

２６～２８

省略

２６～２８

省略

２９ 省令第３９条の２３の

申請書

地域医療連携推進法人解散認可申

請書（様式第２５号の３）

３０ 省令第３９条の２７第

１項の申請書

地域医療連携推進法人代表理事選

定認可申請書（様式第２５号の４）

３１ 省令第３９条の２７第

２項の申請書

地域医療連携推進法人代表理事解

職認可申請書（様式第２５号の５）

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

項 左 欄 右 欄 項 左 欄 右 欄

１～１１

省略

１～１１

省略

１２ 法第５２条第１項（法第７０条

の１４において準用する場合

を含む。）の届出

医療法人（地域医療連携

推進法人）事業報告書等

届出書（様式第３９号）

１２ 法第５２条第１項

の届出

医療法人事業報告書等届

出書

（様式第３９号）

１３ 法第５４条の９第５項（法第

７０条の１８第１項において準

用する場合を含む。）の届

出

医療法人（地域医療連携

推進法人）定款（寄附行

為）変更届出書（様式第

３９号の２）

１３ 法第５４条の９第５項

の届

出

医療法人定款（寄附行為）

変更届出書

（様式第

３９号の２）

１４ 省略 １４ 省略

１５ 法第５６条の６（法第７０条の

１５において準用する場合を

含む。）の届出

医療法人（地域医療連携

推進法人）清算人就任届

出書（様式第４１号）

１５ 法第５６条の６

の届出

医療法人清算人就任届出

書

（様式第４１号）

１６ 法第５６条の１１（法第７０条の

１５において準用する場合を

含む。）の届出

医療法人（地域医療連携

推進法人）清算結了届出

書（様式第４２号）

１６ 法第５６条の１１

の届出

医療法人清算結了届出書

（様式第４２号）

１７ 法第７０条の８第３項の確認

の請求

地域医療連携推進法人病

院開設等確認請求書（様

式第４２号の２）

１８ 法第７０条の１５において準用

する法第５５条第８項の届出

地域医療連携推進法人解

散届出書（様式第４２号の

３）

１９ 省略 １７ 省略

２０ 省略 １８ 省略

２１ 省略 １９ 省略

２２ 省略 ２０ 省略

２３ 省略 ２１ 省略

２４ 省略 ２２ 省略

２５ 省略 ２３ 省略

２６ 省略 ２４ 省略

２７ 省略 ２５ 省略

２８ 省略 ２６ 省略

様式第１号（第２条、様式第２３号関係） 社会医療法人認定申請書 様式第１号（第２条、様式第２３号関係） 社会医療法人認定申請書

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２４７



省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�に掲げる書

類は、医療法人（地域医療連携推進法人）定款（寄附行

為）変更認可申請書（様式第２３号）と併せて提出する場合

にあっては、添付を要しない。

�～� 省略

様式第２０号（第２条、様式第１９号、様式第２３号関係） 医療法人理

事数特例認可申請書

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�に掲げる書

類は、医療法人定款（寄附行為）変更認可申請書

（様式第２３号）と併せて提出する場合

にあっては、添付を要しない。

�～� 省略

様式第２０号（第２条、様式第１９号、様式第２３号関係） 医療法人理

事数特例認可申請書

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�から�まで

に掲げる書類は、医療法人設立認可申請書（様式第１９号）

又は医療法人（地域医療連携推進法人）定款（寄附行為）

変更認可申請書（様式第２３号）と併せて提出する場合にあ

っては、添付を要しない。

�～� 省略

様式第２３号（第２条、様式第１号、様式第２０号関係） 医療法人

（地域医療連携推進法人）定款（寄附行為）変更認可申請書

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�から�まで

に掲げる書類は、医療法人設立認可申請書（様式第１９号）

又は医療法人定款（寄附行為）変更認可申請書

（様式第２３号）と併せて提出する場合にあ

っては、添付を要しない。

�～� 省略

様式第２３号（第２条、様式第１号、様式第２０号関係） 医療法人

定款（寄附行為）変更認可申請書

医療法人（地域医療連携推進法人）定款（寄附

行為）変更認可申請書

省略

医療法人定款（寄附行為）変更認可申請書

省略

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人又は当該地

域医療連携推進法人が新たに病院、医療法（昭和２３年法

律第２０５号。以下「法」という。）第３９条第１項に規定

する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする場

合に係るものであるときは、次に掲げる書類

ア 当該医療法人又は当該地域医療連携推進法人の開設

しようとする病院、法第３９条第１項に規定する診療所

又は介護老人保健施設の診療科目、従業者の定員並び

に敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類

イ・ウ 省略

�・� 省略

� 定款の変更が、当該地域医療連携推進法人が新たに第

一種社会福祉事業に係る施設を開設しようとする場合に

係るものであるときは、次に掲げる書類

ア 当該地域医療連携推進法人の開設しようとする施設

の従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要

を記載した書類

イ 開設しようとする施設の管理者となるべき者の氏名

を記載した書面

ウ 定款変更後２年間の事業計画及びこれに伴う予算書

� 省略

� 省略

３・４ 省略

様式第３９号（第３条関係） 医療法人（地域医療連携推進法人）事

業報告書等届出書

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。

�・� 省略

� 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人

が新たに病院、医療法（昭和２３年法

律第２０５号。以下「法」という。）第３９条第１項に規定

する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする場

合に係るものであるときは、次に掲げる書類

ア 当該医療法人 の開設

しようとする病院、法第３９条第１項に規定する診療所

又は介護老人保健施設の診療科目、従業者の定員並び

に敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類

イ・ウ 省略

�・� 省略

� 省略

� 省略

３・４ 省略

様式第３９号（第３条関係） 医療法人事業報告書等届出書

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２４８



医療法人（地域医療連携推進法人）事業報告書

等届出書

省略

医療法人事業報告書等届出書

省略

省略 省略

注１ 不要の文字は、抹消すること。

２ 省略

３ 次に掲げる書類及びその副本を添付すること。

�～� 省略

� 関係事業者との取引の状況に関する報告書

� 省略

� 省略

� 省略

� 医療法第５１条第２項の医療法人にあっては、次の書類

ア 純資産変動計算書

イ 附属明細表

ウ 公認会計士又は監査法人の監査報告書

� 地域医療連携推進法人にあっては、次の書類

ア 医療法第７０条第２項第３号の支援及び同法第７０条の

８第２項の出資の状況に関する報告書

イ 純資産変動計算書

ウ 附属明細表

エ 公認会計士又は監査法人の監査報告書

４ ３の規定にかかわらず、３�に掲げる書類のうち医療法

第４２条の２第１項第１号から第４号まで及び第６号の要件

に該当する旨を説明する書類にあっては、その副本の添付

を要しない。

様式第３９号の２（第３条関係） 医療法人（地域医療連携推進法

人）定款（寄附行為）変更届出書

注１ 省略

２ 次に掲げる書類及びその副本を添付すること。

�～� 省略

� 省略

� 省略

� 省略

� 社会医療法人債発行法人である社会医療法人にあって

は、公認会計士又は監査法人の監査報告書

３ ２の規定にかかわらず、２�に掲げる書類のうち医療法

第４２条の２第１項第１号から第４号まで及び第６号の要件

に該当する旨を説明する書類にあっては、その副本の添付

を要しない。

様式第３９号の２（第３条関係） 医療法人定款（寄附行為）変更届

出書

医療法人（地域医療連携推進法人）定款（寄附

行為）変更届出書

省略

医療法人定款（寄附行為）変更届出書

省略

省略 省略

注 省略

様式第４１号（第３条関係） 医療法人（地域医療連携推進法人）清

算人就任届出書

注 省略

様式第４１号（第３条関係） 医療法人清算人就任届出書

医療法人（地域医療連携推進法人）清算人就任

届出書

省略

医療法人清算人就任届出書

省略

医療法人（地域医

療連携推進法人）

省略 医療法人 省略

清算人 省略 清算人 省略

医療法人（地域医療連

携推進法人）との関係

医療法人

との関係

省略 省略

注１ 不要の文字は、抹消すること。

２ 省略

３ 省略

様式第４２号（第３条関係） 医療法人（地域医療連携推進法人）清

算結了届出書

注１ 省略

２ 省略

様式第４２号（第３条関係） 医療法人清算結了届出書

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２４９



第２条 医療法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第２５号の２の次に次の３様式を加える。

医療法人（地域医療連携推進法人）清算結了届

出書

省略

医療法人清算結了届出書

省略

医療法人（地域医

療連携推進法人）

省略 医療法人 省略

省略 省略

注１ 不要の文字は、抹消すること。

２ 省略

３ 省略

注１ 省略

２ 省略

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２５０



様式第２５号の３（第２条関係） 地域医療連携推進法人解散認可申請書

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２５１



様式第２５号の４（第２条関係） 地域医療連携推進法人代表理事選定認可申請書

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２５２



様式第２５号の５（第２条関係） 地域医療連携推進法人代表理事解職認可申請書

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２５３



様式第４２号の次に次の２様式を加える。

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２５４



様式第４２号の２（第３条関係） 地域医療連携推進法人病院開設等確認請求書

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号
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愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号
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様式第４２号の３（第３条関係） 地域医療連携推進法人解散届出書

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号
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告 示

�愛媛県告示第３８３号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

宇和島市柿原字大亀谷甲２１８３、甲２１８４の２、甲２１８４の３、甲２１

８６から甲２１８９まで、甲２１９１、甲２１９５の１、甲２１９７、甲２１９９、甲２２

００、字滝ノ内甲２２０１から甲２２０３まで、甲２２１６から甲２２１８まで、甲

２２２０から甲２２２４まで、甲２２２８から甲２２３４まで、乙６０の１、乙６９の

１、乙６９の６、乙６９の８、乙７４から乙８０まで、字ツホ子乙５７、字

大カミ谷乙１０９の１、乙１０９の２、乙１１０の１、乙１１０の２、乙１１１

の１、乙１１１の２、乙１１２、乙１１３、乙１１７、乙１１８、字木ブ谷乙１１９

から乙１２４まで、字鴻ノ内乙２９３の３、乙２９３の６、乙２９３の２２、乙

２９３の２３、乙２９３の３７、乙２９３の３９、乙２９３の４１、乙２９３の４２、乙２９３

の４５

２ 指定の目的
かん

水源の涵養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３８４号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

四国中央市富郷町津根山乙４４４の１、乙４４４の２、乙４４５の１、

乙４４５の３

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び四国

中央市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３８５号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町高田戊１２３の１、戊１２３の２、戊１２４の１、戊１２４

の３、戊１２５の１、戊１２５の２、戊１２６、戊１２７の１、戊１２７の２、

戊１２７の４、戊１２８の１、戊１２８の２、戊１２９の１、戊１２９の２、戊

１３０、戊１３１、戊１３３、戊１３４、戊１３６の１、戊１３６の２、戊１３７の１、

戊１３８の１、戊１４１、戊１４２、戊１４４の１、戊１４４の２、戊１４５、戊１４

６の１、戊１４７、戊１４８の１、戊１４８の２、戊１５０、戊１５１の１、戊１５

１の２、戊１５２、戊１５３、戊１５４の１、戊１５４の２、戊１５８から戊１６０

まで、戊１６２、戊１６３の１、戊１６３の３、戊１６５の１、戊１６６、戊１７０、

戊１７２の１から戊１７２の３まで、戊１７４、戊１７５、戊１７７から戊１７９ま

で、戊１８１、戊１８３、戊１８４、戊１８５の１、戊１８５の２、戊１８６から戊

１８８まで、戊１９６の１、津島町山財３０８０、３９９９、４２３３、４２３６、５７０７、

５７１０、５７５４から５７５７まで、５７５９、５８５２、５９０６、５９１０、５９１４、５９４８、

５９４９、５９５１、５９５３、５９５６、５９５８から５９６０まで、５９６３、５９６４、５９６６、

５９６８、５９６９、５９７２から５９７５まで、５９７９、５９８１、５９８２、５９８４から５９

８９まで、５９９１から５９９９まで、６００７、６０１２から６０１５まで、６０１９、６０

２０、６０２２から６０２５まで、６０３５、６０３７から６０３９まで、６０４１、６０４２の

１、６０４３、６０４５から６０４７まで、６０４９から６０６０まで、６０６２、６０６５、

６０６６、６０７１、６０７２、６０８１、６０８２、甲７の１、甲７の２、甲８の１、

甲８の２、甲１３の２、甲１４から甲１７まで、甲１８の１、甲３７、甲４１、

甲４２、甲４３の１、甲４３の２、甲４４の４から甲４４の６まで、甲４５、

甲４６、甲５１から甲５３まで、甲８０の１、甲８０の２、甲８３、甲８５の１、

津島町増穂甲４７０の１、甲４７０の３、甲４７０の４、甲４７２の１、甲４７

２の２、甲４７４の１、甲５４９、甲５５０、甲５５１の１、丁５９８の３、丁５９

８の７、丁５９８の２６、丁５９８の２７、丁５９８の３１、丁５９８の３３、丁５９８の

３９、丁５９８の４０、丁５９８の４３から丁５９８の４５まで、丁５９８の４９、丁５９

８の５２、丁５９８の５３、丁５９８の５８、丁５９８の６３、丁５９８の６８、丁５９８の

７４、丁５９８の７６、丁５９８の７８から丁５９８の８０まで、丁５９８の８５、丁５９

８の８６、丁５９８の９１、丁５９８の９５、丁５９８の１０３、丁５９８の１０６、丁５９８

の１０７、丁５９８の１１１、丁５９８の１１４から丁５９８の１１６まで、丁５９８の１１

９から丁５９８の１２１まで、丁５９８の１２３、丁５９８の１２５、丁５９８の１２９、

丁５９８の１３４、丁５９８の１３６、丁５９８の１３７、丁５９８の１４１、丁５９８の１４５

から丁５９８の１４７まで、丁５９８の１５３、丁５９８の１５９、丁５９８の１６８、丁

５９８の１７０、丁５９８の１７５、丁５９８の１７７、丁５９８の１８０、丁５９８の１８７、

丁６０２、丁６０５から丁６０７まで、丁６０９、丁６１０、丁６１２、丁６１７、丁

６１９の２、丁６２１、丁６２５、丁６２６、丁６２８の１から丁６２８の５まで、

丁６３０の２、丁６３２の１、丁６３６、丁６３７、丁６４１、丁６４２、丁６４４、

丁６４５の１、丁６４５の２、丁６４６の１、丁６４６の２、丁６４７、丁６６３、

丁６６４、丁６６６、丁６７１の１、丁６７２の１、丁６７３の１、丁６７５、丁６７

９の２、丁６８１、丁６８３、丁６９０、丁６９１、丁６９２の１、丁６９３、丁６９４、

丁６９６の１から丁６９６の４まで、丁６９８の１、丁７００の１、丁７００の

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２５８



６、丁７０３、丁７０６、丁７０８の１、丁７１７の１、丁７１７の８、丁７１７の

１２、丁７１７の１５、丁７１７の１６、丁７１７の２６、丁７１７の３４から丁７１７の

３６まで、丁７１７の４１、丁７１７の４５、丁７１７の４７、丁７１７の４８、丁７１７

の５０、丁７１７の５２、丁７１７の５４、丁７１７の５７、丁７１７の５９から丁７１７

の６１まで、丁７１７の６３から丁７１７の６６まで、丁７１７の６８、丁７１７の７２、

丁７１７の７５、丁７１７の８０、丁７１７の９１、丁７１７の９２、丁７１７の９５、丁

７１７の１０１、丁７１７の１１１、丁７１７の１１６、丁７１７の１１７、丁７１７の１２０、

丁７１７の１２１、丁７１７の１２３、丁７１７の１２５、丁７１７の１２６、丁７１７の１３２

から丁７１７の１３５まで、丁７１７の１３７、丁７１７の１４０、丁７１７の１４１、丁

７１７の１４３、丁７１７の１４９、丁７１７の１５２、丁７１７の１６３、丁７１７の１６６か

ら丁７１７の１７４まで、丁７１７の１７９、丁７１７の１８０、丁７１７の１８３、丁７１

７の１８６から丁７１７の１９０まで、丁７１７の１９２、丁７１９の１、丁７２３の１

から丁７２３の４まで、丁７２４、丁７２５の６、丁７２５の７、丁７２５の１４、

丁７２５の２５、丁７２５の３３、丁７２５の３７、丁７２５の３９から丁７２５の４１ま

で、丁７２５の４４、丁７２５の４５、丁７２５の４８、丁７２５の５６、丁７２５の６０、

丁７２５の６３、丁７２５の６８、丁７２５の７４、丁７２５の７６、丁７２５の９０から

丁７２５の９４まで、丁７２５の９６、丁７２５の１０２、丁７２５の１０３、丁７２５の

１１０から丁７２５の１１２まで、丁７２５の１１４、丁７２５の１１６、丁７２５の１３１、

丁７２５の１３４から丁７２５の１４４まで、丁７２５の１４６、丁７２５の１４７、丁７２

５の１４９、丁７２５の１５１、丁７２５の１５３、丁７２５の１５５、丁７２５の１５７から

丁７２５の１５９まで、丁７２５の１６１、丁７２５の１６２、丁７２５の１６９、丁７２５

の１７０、丁７２５の１８４、丁７２５の１９１、丁７２５の１９４、丁７２５の１９６から

丁７２５の１９８まで、丁７２５の２０５、丁７２５の２１０、丁７２５の２１５、丁７２５

の２１６、丁７２５の２１８、丁７２５の２２４、丁７２５の２２９、丁７２５の２３３から

丁７２５の２３６まで、丁７２５の２４３、丁７２５の２５４、丁７２５の２５８、丁７２５

の２７０、丁７２５の２７３から丁７２５の２７６まで、丁７２５の２９９から丁７２５の

３０７まで、丁７２７の１、丁７２７の２、丁７３１、丁７３２の１、丁７３２の３、

丁７３３、丁７３４の４、丁７３６、丁７３９の１、丁７４１の１、丁７４１の２、

丁７４４の１、丁７４４の２、丁７４５から丁７４７まで、丁７４８の１、丁７４９、

丁７５０の１、丁７５１の１、丁７５２の１、丁７５２の４、丁７５３の１、丁

７５３の２、丁７５４、丁７５５の１、丁７５５の２、丁７５６、丁７５８、丁７６０、

丁７６１、丁７６２の１から丁７６２の４まで、丁７６３、丁７６４、丁７６６の１、

丁７７７の２２、丁７７７の２５、丁７７７の２７、丁７７７の２９から丁７７７の３１ま

で、丁７７７の３８、丁７７７の４０から丁７７７の４３まで、丁７７７の４５、丁７７

７の６２、丁７７７の７６、丁７７７の８５、丁７７７の８７、丁７７７の９３、丁７７７の

１００、丁７７７の１０１、丁７７７の１０４、丁７７７の１０９、丁７７７の１１３、丁７７７

の１１４、丁７７７の１１６、丁７７７の１１８、丁７７７の１２０、丁７７７の１２１、丁

７７７の１２３、丁７７７の１３２、丁７７７の１６３、丁７７７の１６９、丁７７７の１７８、

丁７７７の１７９、丁７７７の１９１、丁７７７の２０３、丁７７７の２０５、丁７７７の２０８、

丁７７７の２０９、丁７７７の２１４、丁７７７の２７１、丁７７７の２７６、丁７７８の１、

丁７８１の１、丁７８３の１、丁７８６、丁８０１の１、丁８０１の２、丁８０２、

丁８０４の１、丁８０６、丁８１０、丁８１２、丁８１３の２、丁８１４の１、丁８１

４の２、丁８１５の１、丁８１５の３から丁８１５の５まで、丁８１７、丁８２１、

丁８２３の１、丁８２４、丁８２７の１、丁８２７の２、丁８３０、丁８３３、丁８３

４、丁８３７の１、丁８３９、丁８４１の１、丁８４２、丁８４４、丁８４５、丁８４８、

丁８５７、丁８５８、丁８６３から丁８６５まで、丁８７０、丁８７１の１、丁８７１

の２、丁８７３の１、丁８７３の２、丁８７５、丁８７７、丁８７８の５、丁８７８

の６、丁８７８の９、丁８７８の１１、丁８７８の１９、丁８７８の２７、丁８７８の

２９、丁８７８の３２、丁８７８の３３、丁８７８の４０、丁８７８の４２から丁８７８の

４７まで、丁８７８の５０、丁８７８の５４、丁８７８の５７、丁８７８の６４、丁８７８

の６９、丁８７８の７４、丁８７８の７５、丁８７８の７７、丁８７８の８０、丁８７８の

８１、丁８７８の８３、丁８７８の８７、丁８７８の９０、丁８７８の９２、丁８７８の９４

から丁８７８の９７まで、丁８７８の９９、丁８７８の１０１、丁８７８の１０３から丁

８７８の１０９まで、丁８７９、丁８８２、丁８８４、丁８８６、丁８８７の１、丁８８７

の２、丁８８９の１、丁８８９の２、丁８９３の３、丁８９７の１、丁８９７の

２、丁９０１の１、丁９０３の３、丁９０３の６、丁９０３の１５から丁９０３の

１７まで、丁９０３の２０、丁９０３の２２、丁９０３の２４、丁９０３の２６、丁９０３

の２７、丁９０３の２９、丁９０３の３０、丁９０３の３２から丁９０３の３６まで、丁

９０３の４０、丁９０３の４５から丁９０３の４９まで、丁９０３の５３、丁９０４の１

から丁９０４の３まで、丁９０６、丁９０８の６、丁９１０の２、丁９１７の１、

丁９１８、丁９１９の１、丁９１９の２、丁９２２の１、丁９２３の５、丁９２６の

１、丁９２６の３、丁９２７の１、丁９３４の２、丁９３６、丁９３７、丁９３８の

１、丁９４０、丁９４１の２、丁９４２の１、丁９４２の２、丁９４４、丁９４５の

２、丁９４５の１２から丁９４５の１４まで、丁９４５の１８、丁９４５の１９、丁９４

５の２２から丁９４５の２４まで、丁９４５の２６、丁９４５の２８から丁９４５の３１

まで、丁９４５の３３、丁９４５の３６、丁９４５の４０、丁９４５の４３、丁９４５の

４４、丁９４５の４６、丁９４５の４８、丁９４５の５３、丁９４５の５６、丁９４５の６１、

丁９４５の６４、丁９４５の６５、丁９４５の６９から丁９４５の７１まで、丁９４５の

７３から丁９４５の７５まで、丁９４５の８３から丁９４５の８５まで、丁９４５の８７、

丁９４５の９３、丁９４５の９４、丁９４５の１１３、丁９４５の１２１、丁９４５の１２２、

丁９４５の１２７、丁９４５の１２９、丁９４５の１３０、丁９４５の１３５、丁９４５の１３６、

丁９４５の１４０から丁９４５の１４５まで、丁９４８の１、丁９５０の２、丁９５１

の２、丁９５２の１、丁９５３の２、丁９５５の２、丁９５６、丁９５７、丁９６０、

丁９６６、丁９６７の１、丁９６７の２、丁９６９の１、丁９７０、丁９７３の３か

ら丁９７３の７まで、丁９７８の３、丁９８１の１、丁９８１の２、丁９８５の

１、丁９８７の３、丁９８７の７、丁９８８の１、丁９８９の１、丁９９２、丁

９９３の２、丁９９６の２、丁９９８の１、丁９９８の２、丁９９８の５、丁１００

９、丁１０１５、丁１０１６、丁１０１９、丁１０２０、丁１０２２、丁１０２７、丁１０２８

の２、丁１０２９、丁１０３２の１、丁１０３３の１、丁１０３４、丁１０４７、丁１０

７５の１、丁１０７５の８、丁１０７５の１２、丁１０７５の１５、丁１０７５の２３、丁

１０７５の２４、丁１０７５の２９、丁１０７５の５０、丁１０７５の９６、丁１０７５の９８、

丁１０７５の１０２、丁１０７５の１０４、丁１０７５の１０５、丁１０７５の１０７、丁１０７５

の１０９、丁１０７５の１２４、丁１０７５の１３２、丁１０７５の１３４、丁１０７５の１４４、

丁１０７５の１５５から丁１０７５の１６１まで

２ 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

変更しない。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び宇和

島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３８６号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町山財９５、２００、１７１７、１７１８、１７２５、１７２６、１７５

５から１７５８まで、１８３５、１９３５、１９８０、２１６９、２２９５、２４４８、２７０９、

３１０８、３１４８、３１４９、３１６６、４５６８から４５７０まで、４５７２から４５７５ま

で、４５７７、４５７８、４５８５、４５８６、４５８８、４５９０から４５９５まで、４６００

から４６０２まで、４６０８、４６１０、４６１２から４６１６まで、４６１８、４６１９、

４６２１

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２５９
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� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町岩松甲１２３３の１・甲１２３８の５から甲１２３８の７

まで・甲１２４３の４（以上５筆について次の図に示す部分に限

る。）、甲１２３８の２、甲１２３８の３、津島町高田乙３４１の３、乙

３４２の１、乙３４５の２、乙３５４、乙３５８の３、乙３６１から乙３６３まで、

乙３６４の２、乙３７３、乙３８１の２、乙３８３の２、乙３８９の１

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 変更後の指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

変更しない。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第３８７号
愛媛県内水面漁場管理委員会指示第１４号に基づき、コイがコイヘ

ルペスウイルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると認めら

れた県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面の範囲を、

平成２９年４月１日次のとおり定めた。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 四国中央市の藤谷池及び二級河川川茂川水系川茂川の本支流並

びにこれらと連接して一体を成す内水面

２ 二級河川渦井川水系渦井川の本支流及びこれと連接して一体を

成す内水面

３ 御舟川雨水幹線、観音水雨水幹線及び新川雨水幹線並びにこれ

らと連接して一体を成す内水面

４ 西条市北条１４０７番１地先の遊水池並びに二級河川崩口川水系崩

口川及び二級河川一ツ橋川水系一ツ橋川の本支流並びにこれらと

連接して一体を成す内水面

５ 二級河川大曲川水系大曲川及び二級河川新川水系新川の本支流

並びにこれらと連接して一体を成す内水面

６ 鹿野川ダムから下流の一級河川肱川水系肱川の本支流及びこれ

と連接して一体を成す内水面

７ 愛媛県と高知県の県境から上流の一級河川渡川水系広見川、目

黒川及び家地川の本支流並びにこれらと連接して一体を成す内水

面

８ 二級河川来村川水系来村川及び二級河川神田川水系神田川の本

支流並びにこれらと連接して一体を成す内水面

�������
�愛媛県告示第３８８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２９年４月４日から４月１７日まで

�������
�愛媛県告示第３８９号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正及び

国土広域情報修正）

２ 作業期間 平成２９年４月１日から

平成３０年３月３１日まで

３ 作業地域 県内全域

�������
�愛媛県告示第３９０号
地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定

により、県営住宅の家賃及び県営住宅駐車場使用料の収納の事務を

次のとおり委託した。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 委託した事務の範囲及び内容

愛媛県中予地方局管内の県営住宅の家賃及び県営住宅駐車場使

用料の収納の事務

２ 受託者の名称及び主たる事務所の所在地

愛媛県営住宅管理グループ

代表者 株式会社第一ビルサービス

構成員 新日本建設株式会社

広島市中区大手町五丁目３番１２号

３ 委託期間

平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第３９１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市角野土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２９年４月４日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

�愛媛県告示第３９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年４月４日

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２６０
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�������
�愛媛県告示第３９４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２９年４月４日

愛媛県東予地方局長 � 塚 真 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２９年３月２２日

３ 指定道路の位置

四国中央市下柏町字中須１１４４番の一部及び１１４４番地先水路

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ３３．８６メートル

� 幅員 ４．５０メートル

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山字別子山乙５５５番９０地先

旧 １４．０～１９．５ ０．０３１

新 １４．０～１９．９ ０．０３１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山字別子山乙５５５番９０地先 平成２９年４月４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治波方港線

今治市矢田字八反坪甲８番６地先から

同字甲９番５まで
旧 １６．４～２９．２ ０．０２４

今治市矢田字八反坪甲８番６地先から
同字甲９番５まで

及 び
今治市矢田字八反坪甲８番１０から
同字甲９番１３まで

新
１６．４～２９．２

３．８～５．７

０．０２４

０．０３２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 今治波方港線
今治市矢田字八反坪甲８番１０から

同字甲９番１３まで
平成２９年４月４日

愛 媛 県 報平成２９年４月４日 第２８６２号

２６１



公安委員会規則

選挙管理委員会告示

�愛媛県告示第３９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年４月４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県公安委員会規則第３号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年４月４日

愛媛県公安委員会委員長 増 田 吉 利

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成２９年５月１日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第１２号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２９年４月４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線
大洲市肱川町山鳥坂１１００番１から

同町山鳥坂１０９９番１まで

旧 １４．１～３９．１ ０．０８５

新 １４．１～１２１．０ ０．０８５

改 正 後 改 正 前

別表第２（第９条の２関係） 別表第２（第９条の２関係）

番号 路 線 名 区 間 番号 路 線 名 区 間

１～３６

の２

省略

１～３６

の２

省略

３６の３ 県道松山港線 松山市大手町二丁目９番１７地先か

ら同市六軒家町３５番２地先まで

３７～６５

省略

３７～６５

省略

６５の２ 県道新居浜港線 新居浜市中須賀町二丁目甲１２２５番

３地先から同市一宮町二丁目甲

８０２番３地先まで

６６～９２

省略

６６～９２

省略

９２の２ 新居浜市道港町繁

本東筋線

新居浜市若水町二丁目甲４５５番１４

地先から同市繁本町甲７２０番３地

先まで

９３～１２２

省略

９３～１２２

省略
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�愛媛県選挙管理委員会告示第１３号
衆議院小選挙区選出議員の愛媛県第３区については、議員の欠員

を生じたため、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１１３条第１項

第１号の規定による衆議院小選挙区選出議員補欠選挙を行うべき事

由が生じた。

平成２９年４月４日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

�愛媛県選挙管理委員会告示第１４号
愛媛県選挙管理委員会事務専決規程（平成２０年３月選挙管理委員会告示第１６号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２９年４月４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日
代 表 者 会 計 責 任 者

政治結社水心塾 赤 樫 哲 生 中 井 和 明 宇和島市保田甲１３９８－２ 平成２９年１月１７日

坂本龍蔵後援会 坂 本 武 彦 坂 本 みどり 北宇和郡鬼北町内深田８３９ 平成２９年１月２３日

吉�俊介後援会 吉 � 俊 介 萩 森 陽 子 伊予市双海町上灘甲５７０９－１ 平成２９年１月２３日

下野安彦後援会 下 野 安 彦 下 野 安 彦 喜多郡内子町五十崎甲１５５４－１０ 平成２９年２月１日

末広あきら後援会 末 広 啓 藤 城 英 晃 北宇和郡鬼北町大字清水４１６－３ 平成２９年２月１４日

�田幸也後援会 芝 敬 一 橋 本 四 郎 北宇和郡鬼北町大字中野川５０８ 平成２９年３月６日

大西啓介後援会 重 岡 道 央 坂 見 稔 喜多郡内子町内子１９６４ 平成２９年３月１６日

遠藤もと子後援会 井 上 博 幸 � 橋 宣 一 西宇和郡伊方町九町４－８４１－１ 平成２９年３月１７日

改 正 後 改 正 前

（委員長の専決事項）

第１条 愛媛県選挙管理委員会規程（昭和４５年１１月愛媛県選挙管理

委員会告示）第９条第２号の規定に基づく愛媛県選挙管理委員会

委員長（以下「委員長」という。）の専決事項は、愛媛県選挙管

理委員会（以下「委員会」という。）の権限に属する事務のう

ち、別に定めるものを除き、次に掲げるものを除くものとする。

�～� 省略

� 法第１７５条第８項及び最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭

和２３年政令第１２２号）第２１条の規定に基づき投票記載所の氏名等

の掲示に関し必要な事項を定めること。

�の２ 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第５条第３項の規定

に基づき裁判官が退官等した場合における掲示に関し必要な事

項を定めること。

�～� 省略

２ 省略

（委員長の専決事項）

第１条 愛媛県選挙管理委員会規程（昭和４５年１１月愛媛県選挙管理

委員会告示）第９条第２号の規定に基づく愛媛県選挙管理委員会

委員長（以下「委員長」という。）の専決事項は、愛媛県選挙管

理委員会（以下「委員会」という。）の権限に属する事務のう

ち、別に定めるものを除き、次に掲げるものを除くものとする。

�～� 省略

� 法第１７５条第８項及び最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭

和２３年政令第１２２号）第２４条の規定に基づき投票記載所の氏名等

の掲示に関し必要な事項を定めること。

�～� 省略

２ 省略
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�愛媛海区漁業調整委員会指示第１０６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）におけるさわら流し網漁業及びさごし、め

じか流し網漁業について、平成２９年４月１日次のとおり指示した。

平成２９年４月４日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

� さわら流し網漁業については、５月１日から５月３１日までの

間操業を禁止する。

� さごし、めじか流し網漁業については、８月１日から９月３０

日までの間操業を禁止する。

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１

日までとする。
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�愛媛海区漁業調整委員会指示第１０７号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、

愛媛県宇和海（愛媛県佐田岬と大分県関崎灯台とを結んだ直線以南

の愛媛県海域をいう。）における宝石さんごの採捕について、平成

２９年４月１日次のとおり指示した。

平成２９年４月４日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 定義

この指示において「宝石さんご」とは、アカサンゴ、モモイロ

サンゴ及びシロサンゴの生体及び死骸をいう。

２ 採捕の制限

宇和海において、宝石さんごを採捕してはならない。ただし、

３に掲げる者が採捕する場合であって、愛媛海区漁業調整委員会

（以下「委員会」という。）の承認を受けたときは、この限りで

ない。

３ 承認対象者

承認の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

� 試験研究の目的で宝石さんごを採捕しようとする者

� 宇和海において、平成２７年以前から宝石さんご漁業を営んで

いる者（ただし、平成２９年３月３１日現在において、承認を受け

ている者に限る。）

� その他委員会が認めた者

４ 承認対象漁船

承認の対象となる漁船は、総トン数５トン未満の動力漁船とす

る。

５ 承認証の備付けの義務

承認を受けた者は、宝石さんごを採捕しようとするときには、

承認証を対象漁船に備え付けなければならない。

６ 承認の制限、条件の変更又は採捕の停止

委員会は、資源保護又は漁業調整上必要があると認めるときは、

承認を制限し、条件を変更し、又は採捕の停止を指示することが

できる。

７ 承認の取消し

委員会は、承認を受けた者がこの指示の内容に違反したときは、

承認を取り消すことができる。

８ 意図しない混獲等による宝石さんごの所持又は販売の禁止

承認を受けないで採捕した宝石さんごの所持又は販売をしては

ならない。

９ 事務取扱要領

この指示に定めるもののほか、採捕の承認等に関する取扱いに

ついては、委員会が別に定める。

１０ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１

日までとする。
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�愛媛県内水面漁場管理委員会指示第１４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項及び第１３０条第４項

の規定に基づき、コイ（マゴイ及びニシキゴイをいう。以下同じ。）

に関する持ち出しの制限、放流等の制限及び遺棄の禁止について、

平成２９年４月１日次のとおり指示した。

平成２９年４月４日

愛媛県内水面漁場管理委員会

会長 本 多 義 雄

１ 指示の内容

� 持ち出しの制限

県内の公共用水面及びこれと連接して一体を成す水面（以下

「公共用水面等」という。）において、コイがコイヘルペスウ

イルス病にかかり、又はかかっている疑いがあると愛媛県知事

が認めた場合は、愛媛県知事が範囲を定め、公表する水域のコ

イを持ち出してはならない。ただし、公的機関が試験研究又は

検査に供する場合は、この限りでない。

� 放流等の制限

県内の公共用水面等へのコイの放流は、放流用のコイが次に

掲げる要件の全てに該当する場合以外は、してはならない。た

だし、採捕したコイを採捕した公共用水面等へ再放流する場合

はこの限りでない。

ア コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するもので

ないこと。

イ コイヘルペスウイルスに汚染された水域に由来するコイと

水を介しての接点がないこと。

ウ ＰＣＲ（ポリメラーゼ連鎖反応）検査で陰性が確認された

コイ群であること。

� 遺棄の禁止

生死を問わず、県内の公共用水面等にコイを遺棄してはなら

ない。

� �の指示は、焼却等の処分をするコイについては、適用しな
い。

２ 指示の期間

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで

平成２９年４月４日 発行
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